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日本ボーイスカウト東京連盟大田地区大田第１５団 

ローバースカウト隊憲章 
 
前文 
我ら日本ボーイスカウト東京連盟大田第１５団ローバースカウト隊は、スカウトの

「ちかいとおきて」に則り、自身の信仰にしたがって積極的に活動し、自己の人格の修

養に努める。 
我らは、自ら課題を設定し「為すことによって学ぶ」という信念を基に幅広い知識を

身につけ、心身を鍛錬し、研鑽する。その研鑽を生かし、社会に貢献する。 
我らは、自らの人格・品性を高め、よりよき社会人を目指すことを誓い、ここに憲章

を制定する。 
 
第１章 総則 
 
第１条 名称 
 日本ボーイスカウト東京連盟大田地区大田第１５団ローバースカウト隊と称し、略称と

して大田１５団 RS隊を用いる。 
 
第２条 目的 
① 心が豊かで、人間社会で求められる青年としての人格を形成する。 
② 社会の一員として受け入れられるため、身体を強くし、精神力を養う。 
③ 有意義な人生を歩むために自らの特性をのばし、様々な技能を増やして、社会に貢献

する。 
 
第２章 構成員 
 
第３条 入隊資格 
第１項 見習いローバー『トレイニー』 
 ベンチャースカウトの課程を修了し、RS隊への上進の意思を持つ者。また、18歳以上の
者で、スカウト活動における「ちかいとおきて」の実践に基づき、それの意味を理解しよ

うという意思を持つ者を、見習いローバー『トレイニー』として、入隊を認める。 
第２項 正ローバー 
 見習いローバーは正ローバーになるために、以下の隊の定める条件を満たすこと。 
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① 入隊上進式（毎年９月）から翌年の３月までの約６ヶ月間、隊長・副長・正ローバー

の指導のもと隊・団活動に積極的に参加。 
② ボーイスカウト１級課程以上の技能を修得と確立。【必修】 
③ 3月に行う叙任式の前にヴィジルを行い、叙任式に参加すること。 

 
第４条 女性の参加 
 女性の場合も、第３条の１項・2項で定めた条件を満たしていれば、参加を認める。 
 
第 5条 構成員 
１．正ローバー 
２．スクワイヤー 
３．隊長 
４．アドバイザー（専門家） 
５．スポンサー 

 
第３章 活動 
 
第６条 スクワイヤー訓練 
 スクワイヤー訓練は、第３条・第２項の内容に準ずる。 
 
第７条 ローバー訓練 
第 1項 ローバー活動 
 ①「ちかいとおきて」の理解を深めて、日常生活に反映させる。 
 ②高度な野外活動 
③他の隊・地域活動に対する奉仕活動 
④自己修養プログラムの完遂させる 
⑤その他、隊で定めた活動 
第 2項 ローバー訓練 
 上記の活動に必要な技能を向上させ、身につける訓練である。 
 
第４章 会議 
 
第８条 会議体 
 隊における会議体として、総会、定例会、臨時集会を定める。 
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第９条 総会 
 毎年９月に開催し、隊における最高意思決定機関とする。前年度の活動報告および決算、

今年度の活動および予算などについて協議・議決する。 
 
第 10条 定例会 
 ２ヶ月に１度開催し、前回までの活動および会計の報告を行う。 
 
第 11条 臨時集会 
 定例会の出席率が３分の１以下で定例会が不成立となった場合または正ローバーの過半

数の要求があった場合、開催する。 
 
第 12条 議決 
 隊の議決は話し合いを原則とするが、意見がまとまらない場合は投票で採決する。出席

者の過半数以上の賛成で議決成立とする。 
 
第５章 財政 
 
第 13条 予算 
 今年度の活動費は毎年、総会で決定する。 
 
第 14条 管理 
 隊として郵便局口座を開設し、その年の会計係(第１回の定例会で決定)が管理する。 
 なお、集会や会議に会計係が出席できない場合、会計係は事前に他の出席できる隊員に

代行して貰うようにすること。 
 
第 15条 登録費 
 すべてのスカウトは団に登録費として￥３０００納入しなければならない。 
 
第 16条 活動費 
 会議、隊備品、保険、通信などの費用として年間(９月～翌年８月)￥５０００を徴収する。 
 
第６章 憲章改正 
 
第 17条 発議条件 
 年に 1 度、総会時に見直し必要とあれば検討、また正ローバーから改正必要という案が
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出た場合、検討する。 
 
第 18条 議決成立条件 
 正ローバー（隊長を含む）の３分の２以上の賛成が得た時、議決成立される。 
 
第７章 補則 
 
第 20条 罰則規定 
 憲章に違反した者、定例会や各集会にホウレンソウ〔報告・連絡・相談〕無しに欠席し

た者、欠席理由が不当な者、隊員の心身を傷付けた者は以下の罰を科すことを定める。 
・お寺のお掃除 1ヶ月(週１回×４回)＝１ヶ月４回 
・近隣の清掃 
・その他・・・隊長・副長の要請に従う！ 
＊行う際には、前もって隊員（正ローバー）に連絡。行う時は制服を着用のこと。 
 
第 21条 行動規範 
①「ちかいとおきて」のスローガンの下、憲章前文の内容を日常生活でも実行すること。 
②「One for all  All for one」の言葉を胸に刻み、皆でローバー隊を作っていく。 


